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４．１ 参加希望型指名競争入札 
参加希望型指名競争入札とは，簡易審査（企業規模，実績など）に合格した業者全員が入札

に参加できる方式です。参加希望型指名競争入札に参加する場合は，入札参加の意思を表明

します。資格要件の判定が複雑な場合は，入札後に審査を行います。 
京都市は簡易審査後，その結果を通知して，入札参加資格を認められた業者は入札に参加で

きます。 

（１） 業務の流れ 

 

案件検索 P.3-4 

参加意思表明 P.4-2 

京都市 入札参加者 

案件登録 

入札受付 P.4-4 

入札書提出 P.4-6 

入札書受付票の確認 P.4-10 

落札者決定通知書の確認 P.4-13 

入札受付票の発行 

開札結果承認 

開札状況登録 

簡易審査 

入札に参加を選択し 
簡易審査に合格した場合

(入札後)審査 
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